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〒１００－１３０１ 

東 京 都 御 蔵 島 村 

総務課企画財政係 

T E L  8 - 2 1 2 1 

F A X  8 - 2 2 3 9 

Ｈ ２ ６  

５ 月 号 

４月運航実績 
 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    ２６日（ １７日） 

 貨物船     ４日（  ４日） 

 ヘリコミ   ２８日（ ２９日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ８２％（ ５３％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ９３％（ ９７％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船   ３５２名（２６４名） 

 ヘリコミ  １７４名（２２０名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船   ２９４名（２１８名） 

 ヘリコミ  ２０４名（２４９名） 

 世帯・人口 （平成２６年５月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７２ 世帯 （５世帯増） 男性 １６３ 名 （７名増） 

   女性 １３３ 名 （２名増） 

   合計 ２９６ 名 （９名増） 

４月１２日（土） 植樹祭 

目次・・・ 
 ●橘丸就航のお知らせ １ｐ  
 ●生鮮食品・冷蔵品の竹芝受付（客船積）について １ｐ  

 ●巡回診療  日程のご案内 １ｐ   
 ●東京都島嶼部における法律相談について ２ｐ  
 ●改正道路交通法の施行について ２ｐ  
 ●東京都島嶼町村一部事務組合職員募集のお知らせ ３ｐ  
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〈１〉 

巡回診療 日程のご案内（５月～７月） 
 

 ■歯科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所歯科診療室） 

 ５月１０日（土）～５月１４日（水） 

 ６月 ７日（土）～６月１１日（水） 

 ７月１２日（土）～７月１６日（水） 
 

 ■耳鼻咽喉科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所） 

 ６月２３日（月）～６月２４日（火） 
 

 ■産婦人科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所） 

 ７月 ３日（木）～７月 ４日（金） 
 

 予約方法：診療所受付窓口、 

      電話０４９９４－８－２２０６ 
 

 受付時間：【平日】 ８時３０分～１２時００分 

          １３時００分～１７時００分 

      【土曜】 ８時３０分～１２時００分 

橘丸就航のお知らせ 
 

東京出港６月２７日の下り便から新造船「橘丸」が就航します。就航に伴い、下記の点が変更になります。 
 

■夏季のみ上り便は大島に寄港し、ジェットフォイルに乗り継ぎが出来ます。 

 ジェットフォイルの大島発ダイヤの関係で、東京（竹芝）行ジェットフォイルには７／１１～８／３１の期間のみ乗

り継ぎ可能です。東京（竹芝）到着は１８：２５（７／１１～１３のみ１８：２０着）です。 

 また、熱海行ジェットフォイルには６／２８～７／１０、９／１～１１及び９／２４～２８の

期間のみ乗り継ぎ可能です。熱海到着は１７：３０（９／６・７を除く土・日は伊東経由１７：

４０着）です。 
 

■特１等和室を貸切でご利用できます。 

別途ルームチャージ代が１部屋につき４，３２０円かかります。 
 

■ダイヤが変わります。 

上り便御蔵島発が１２：３５に早まります。 

下り便東京（竹芝）発が２２：３０に変更になります。 

その他詳しくは下記の表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗船券は、ご乗船日の２か月前から予約・購入が可能です。 
 

【お問合せ】 東海汽船予約センター ０３－５４７２－９９９９ 

上り便  下り便 

運航日 
6/28～7/25 

8/18～9/28 
7/26～8/17 9/29・30  運航日 毎日運航 

八丈島 発 ９：４０ ９：４０ ９：４０  東京（竹芝） 発 ２２：３０ 

御蔵島 
着 １２：３０ １２：３０ １２：３０  

三宅島 
着 翌 ５：００ 

発 １２：３５ １２：３５ １２：３５  発 ５：０５ 

三宅島 
着 １３：２５ １３：２５ １３：２５  

御蔵島 
着 ５：５５ 

発 １３：３５ １３：３５ １３：３５  発 ６：００ 

大島 
着 １６：０５ １６：０５ 

↓ 
 八丈島 着 ８：５０ 

発 １６：１０ １６：１５     

東京（竹芝） 着 ２０：３５ ２０：４０ １９：４５  ※１０月以降のダイヤは未定です。  

御蔵島行き生鮮食品・冷蔵品の竹芝受付

（客船積）について 

 

 御蔵島行きの生鮮食品については、週１回の貨物船積で

扱っておりますが、客船の就航率が高い６～９月で下記の

とおり竹芝受付（客船積）で対応することになりました。 
 

■期間  

平成２６年６月２日（月）～９月２９日（月） 
 

■曜日・受付時間 

祭日を除く毎週月曜日 ８：３０～１４：３０ 
 

■取扱品目 

生鮮食料品及び冷蔵品（冷凍品は除く） 
 

■備考 

貨物船積での受付は従来通り芝浦貨物営業所にて行います。 
 

【お問合せ】 船客待合所 ０４９９４－８－２２２０ 
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〈２〉 

＜第二東京弁護士会法律相談センター＞東京都島嶼部における法律相談について 
 

 第二東京弁護士会法律相談センター（以下、法律相談センター）が実施する、東京都島嶼部のみな

さまを対象とした法律相談の実施日が確定しましたのでお知らせします。相談料は無料ですので、こ

の機会に是非ご利用ください。 

■相談実施日時 

５月２３日、６月２７日、７月２５日、８月２２日、９月２６日 

午前１０時～正午まで（完全予約制、１件あたり２０分程度） 
 

■予約方法 

①相談をご希望の方は、あらかじめ法律相談センターに電話で予約をしてください。 

 受付時間：平日９時１５分～１７時１５分（相談日の前日１５時までに電話連絡してください） 

 【予約受付電話番号】０３－３５９２－１８５５ 

②法律相談センターにて空き状況等を調べ、予約を受け付けます。 

 予約が済みましたら、申込用紙を相談希望者へファックスで送付します。 

③申込用紙を受け取った相談希望者は所定の事項を記入し、相談予定日の２日前までに法律相談センターへファックスで 

 返送してください。その際、相談事項に関する書類（登記簿謄本、戸籍謄本、契約書、相手方とやりとりした手紙など） 

 があれば、あわせてファックスしてください。 

 【ファックス番号】０３－３５８１－３３３７ 
 

■担当弁護士との相談の実施 

相談希望者は、法律相談センターで確認した予約日時に電話をして担当弁護士とご相談ください。 

 【相談受付電話番号】０３－３５８１－２４０７ 

 

【お問合せ】 第二東京弁護士会法律相談課 ０３－３５９２－１８５５ 

改正道路交通法が、６月１日から施行されます 
 

 平成２６年６月１日から運転免許更新時等における「病気の症状等申告欄」が「質問票」に変更となります。 

 改正道路交通法の施行に伴い、免許更新時等に自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを、問答形式の

「質問票」により回答するようになります。※虚偽の記載をした場合、罰則が科せられます。 

 その他、下記のものが実施されます。 
 

■一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除 

 一定の病気を理由に免許を取り消された場合、取消しから３年以内であれば、同一免許を再取得する際、運転免許試

験（適性試験は除く）は免除されます。 

■一定の病気等に該当する疑いがある方に対する免許効力の停止 

 公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる方の免許を３か月を超えない範

囲内で期間を定めて停止することができます。 

■一定の病気等に該当する方を診察した医師による診察結果の届出 

 医師は、診察した方が一定の病気等に該当すると認知し、その方が免許を受けた方等で

あると知った時は、診断結果を公安委員会に届け出ることができます。 

■取消処分者講習の受講対象の拡大 

 公安委員会の取消処分を受けずに免許を失効させた方が、運転免許試験を受けようとす

る場合は、受験申請前１年以内に取消処分者講習を受講していなければなりません。 

※「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定めるものです。 

 

【お問合せ】 警視庁運転免許本部 ０３－６７１７－３１３７（代表） 
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〈３〉 

東京都島嶼町村一部事務組合 職員募集のお知らせ 
 

【お問合せ】 東京都島嶼町村一部事務組合 ０３－３４３２－４９６１ 

職種及び人員 一般行政事務 １名 

応募資格 昭和５４年４月２日～平成３年４月１日までに生まれた方 

試験日及び会場 
１次（筆記）平成２６年５月３１日（土）東京都立産業貿易センター（東京都港区海岸１－７－８） 

２次（面接）平成２６年６月１４日（土）島嶼会館（東京都港区海岸１－４－１５） 

申込期限 平成２６年５月２０日消印有効。 

募集案内配布 
平成２６年５月８日～５月２０日（土日を除く） 

村役場総務課及び東京都島嶼町村一部事務組合（島嶼会館２階）窓口にて 

採用時期 平成２６年７月１日 

借金でお悩みの方へ 
  

 関東財務局東京財務事務所では、無料の多重債務相談窓口を

開設しています。専門の相談員が電話又は面接による相談を

受け、必要に応じ法律の専門家への引継ぎを行っています。

個人の秘密は厳守します。まずはお電話ください。 

 なお、各種会合等において、本件にかかる説明も行ってお

りますので、講師派遣のご要望がありましたらお電話くださ

い。 
 

 ■受付時間 

 平日 ９時～１２時、１３時～１７時 
 

 ■連絡先 

 関東財務局東京財務事務所 

  多重債務相談窓口（直通） 

 ０３－５８４２－７４７５ 

５月の来庁予定者 

日 来庁者 目的 

８ 三宅支庁土木港湾課工事第一係 視距改良工事現場引継ぎ 

１０ 日本将棋連盟中田宏樹８段 ツゲ駒感謝の日記念行事 

１１ 衆議院議員遠山清彦・都議会議員伊藤公一 視察 

１３～１４ 産業労働局安全安心地産地消推進担当部長 視察 

１４ 東京電力三宅島事務所長 水力・再生エネルギーについて村長ヒア 

２０ 警視庁、東京消防庁、都総合防災部 総合防災訓練の現場踏査 

２１～２２ 東京都町村会 視察 

村税の納付は便利で確実な「口座振替」で 
 

 口座振替なら窓口に足を運ぶ手間が省け、納期を気にせず

とも納め忘れがありません。村税の納付には、便利で確実な

口座振替をお勧めします。口座振替依頼書は郵便局または村

役場窓口でお申出下さい。 
 

 【口座振替に関するお問合せ】 

 御蔵島郵便局 ０４９９４－８－２２０１ 

 企画財政係  ０４９９４－８－２１２１ 

村税の納め忘れはありませんか？ 
 

 納め忘れてしまっている村税はありませんか？ 

 もう一度お手元の納付書、領収書をご確認下さい。 
 

 村税を滞納すると・・・ 

  本来納めるべき税金のほか、余分な督促料や 

  延滞金を納めなければなりません。 
 

 村税は納期内に納めましょう。 
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日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ 
支庁事業説明会 

４ ５ ６     芒種 ７ 

歯科巡回診療 

（～１１日） 

8 9 10 
定例村議会 

11 12 13    満月 14 

15 

父の日 
16 17 18 19 20 21    夏至 

 

22 23 
耳鼻科巡回診療 

（～２４日） 

 

24 25 26 27    新月 

橘丸就航 

28 

29 30      

 

 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

空 

可 

可 不 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

憲法記念日 

4 

みどりの日 

5 

こどもの日 

6     立夏 7 8 9 10 
ツゲ駒感謝の日 

歯科巡回診療 

（～１４日） 

11 
母の日 

12 13 14 15    満月 16 17 

18 19 20 21    小満 

かめりあ丸最終寄港 

22 23 24 

25 26 27 28 29    新月 30 31 
小中学校運動会 

 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 不 

空 

空 

可 

可 

不 

可 

可 
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～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆憲法記念日（けんぽうきねんび） 5月3日 

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日として、国民の祝日とされています。 

1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して制定されました。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆みどりの日（みどりのひ） 5月4日 

自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日として、国民の祝日とされています。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆こどもの日（こどものひ） 5月5日 

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日として、国民の祝日とされています。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆立夏（りっか） 5月6日頃 

この日から立秋の前日までが、暦の上での夏です。山々に緑が目立ち始め、夏の気配を感じ始める頃。 

「夏立つ」「夏来る」ともいいいます。 

 

◆小満（しょうまん） 5月21日頃 

陽気もよくなり、草木なども次第に生い茂ってくる季節。 

麦が穂をつけ、農家では田に苗を植える準備などを始めます。 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


